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美郷町共同学校事務室よりお役立ち情報をお届けします                                       
２０２６年を迎え、早くも１か月が過ぎようとしています。 皆さんは今年の目標はたてられましたか？  
ぼんやり過ごしていると、何も為さないまま１年が過ぎてしまいますよ！！                        
 
 
 

〇宇納間地蔵尊大祭について 
 

宇納間地蔵大祭とは、北郷地区の全長寺（ぜんちょうじ）で、毎年

旧暦 1月 24日を中日とした 3日間の日程で開催されている美

郷三大祭りの一つです 

（今年は、令和 8年 3月 11日（水曜日）から 13日（金曜日）の

3日間で開催予定）。 

 

名僧・行基菩薩が一刀を刻むごとに三礼しながら彫った霊佛とい

われる宇納間地蔵は、「火伏せ地蔵」と呼ばれ信仰を集めており、

火にまつわる全ての災事にご利益があるといわれています。 

お札は台所に貼ると良いといわれ、多くの人が買い求めます。 

 

露店も出ており、美郷北義務教育学校の生徒も商品を販売します

ので、ぜひ足を運んでみてくださいね。 
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〇休暇について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今年度のスクールサポート便りでは、給与明細書の見方について特集していましたが、今回はアンケートで要望がありました、
休暇の種類等（特に変更のあった箇所や、知って役立つ休暇等）について説明します。 

子の看護等休暇 

中学校就学の始期に達するまで（12歳に達する日（誕生日の前日）の属する年度の３月 31日まで）の子を 
養育する職員が、その子の看護をする際に取得可能な休暇です。 

 
〇日数：５日（複数いる場合は 10日） 
 
〇対象となる子 
職員が養育する実子、養子及び配偶者の子 
※子とは、特別養子縁組の監護期間中の者 
なども含まれます。 

 
〇看護等の内容 
・負傷、疾病（風邪、発熱等を含む。）による治療 
・療養中の看病及び通院の世話 
・予防接種や健康診断を受けさせるために付き 
添う場合 

・感染症に伴う臨時休校・学級閉鎖等 

・子の行事参加（入園・入学・卒園・卒業式等） 

※授業参観や運動会等、リハビリの介助、災害 

による臨時休校は含まれません。 

～年の途中に複数から一人となった場合の残日数について～ 
 

一人となった時点における休暇の残日数（残日数が５日を超えるときは、５日）の範

囲内で休暇を取得することができます。※短期介護休暇も同様 

 

（例）小学６年生と３歳の子に対し、子の看護等休暇は１０日取得可能 

小学６年生の子が４月から中学生となる 

① ３月までに看護休暇を『９日取得済』の場合 

４月以降に取得できる看護休暇は「１日」 

     （取得可能１０日－取得済９日＝残日数１日） 

   ② ３月までに看護休暇を『３日取得済』の場合 

４月以降に取得できる看護休暇は「５日」 

（取得可能１０日－取得済３日＝残日数７日。ただし５日を超えるので「５日」） 
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 年次休暇 

心身の疲労を回復するために、理由を問わず取得できる休暇です。 
 
〇日数：暦年につき 20日 
 
〇繰越：その年に使用しなかった日数は、20日を限度に翌年に繰り越されます。 
 
〇日数の計算方法 
本年の年休日数・・・・・・・・・・・・・・・・A 
本年に使用した年休日数・・・・・・・・B 
本年から翌年に繰越せる日数・・・・・C＝A-B 
翌年に使用できる年休最大日数・・・D＝20＋C 
※Cが 20日を超える場合は 20日となります。 

臨時的任用職員や会計年度職員等は条例・規則等が異なる場
合がありますのでご注意ください。 
休暇を取られる際や、さらに詳細について知りたい場合、その他
ご不明な点等がございましたら管理職及び事務職員にご相談く
ださい。 

 
〇美郷町スクールサポート便り・HPのアンケートについて 
 
９月号から、より読みやすく、分かりやすく、様々な情報をお届けするために 
アンケートを実施しています。 
回答にご協力いただいた方、ありがとうございました。 
 
今月も下記の URLか右の QRコードより回答していただけると助かります。 
ご協力よろしくお願いいたします。 
 

URL:https://forms.gle/wrMWJJNUNy9UoYcA9 

 

その他：住居滅失休暇の取得事由に、職員の現住所以外の住居又は親族の住居が追加されました。 
 

https://forms.gle/wrMWJJNUNy9UoYcA9

